
 

 

フリーランスの皆さま 

事業者から業務委託を受けて 

一人で行っている仕事は 

国の労災保険に特別加入できます 

加入すれば仕事中や通勤途上の万が一のケガや病気、

死亡に対して補償を受けられます 

 

 

 

全国労保連フリーランス 

の Web サイト https://rouhoren-freelance.org/  

をご覧ください 

 
 

お仕事が特定フリーランス事業に該当すれば 

全国労保連フリーランスのWebサイトから特別加入のお申込み

ができます 

 

全国労保連フリーランスは、全国労保連が設立した特定フリ

ーランス事業の特別加入団体です。 

全国労保連（一般社団法人全国労働保険事務組合連合会） 
労働保険料の申告・納付手続等のエキスパートである労働保険事務組合の

約 83％が加入している労働保険事務組合の全国団体です。 

本部：https://www.rouhoren.or.jp/ 

４７都道府県支部一覧 https://www.rouhoren.or.jp/info/branch.html 

 

裏面参照 

https://rouhoren-freelance.org/
https://www.rouhoren.or.jp/
https://www.rouhoren.or.jp/info/branch.html


 

 

○特定フリーランス事業に該当するか？ 

✔次の A1～A11、B１～B10 のどれにも当たらなければ 

A12「特定フリーランス事業」で特別加入 
全国労保連フリーランスの Web サイトからお申込み

（全国どこからでもできます） 

✔A1～A11、B１～B10 に当たる場合はその区分で特別加入 

一人親方等 事業の種類 特定作業従事者 作業の種類 

A1.個人タクシー業者、個人貨物運送業者など※1 

A2.建設業の一人親方等 

A3.漁船による自営漁業者 

A4.林業の一人親方等 

A5.医薬品の配置販売業者 

A6.再生資源取扱業者 

A7.船員（船員法第１条規定の船員） 

A8.柔道整復師 

A9.創業支援等措置に基づく高年齢者 

A10.あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 

A11.歯科技工士 

B1.特定農作業従事者※２ 

B2.指定農業機械作業従事者※３ 

B3.国・地方等が実施する訓練従事者 

B4.家内労働者等 

B5.労働組合等の一人専従役員 

B6.介護作業従事者 

B7.家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) 

B8.芸能関係作業従事者 

B9.アニメーション制作作業従事者 

B10.ＩＴフリーランス 

A12.特定フリーランス事業  

※１ 原動機付自転車又は自転車等を使用したフードデリバリーサービスは A1 に該当 

※２ 年間総販売額 300 万円以上または経営耕地面積２ヘクタール以上を有しており、所定の作業に従事する方 

※３ 販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する方 

補足１ 特別加入のお申込みは「特別加入団体」を通じて行います。特別加入団体は、都道府県労働

局長から承認を受けた団体で、全国で 4,600 余りあります。それぞれ、取り扱う特別加入の事業

又は作業の種類（表の A1～B10 の各区分）が決まっています。 

全国の特別加入団体 令和 7 年 4 月 1 日時点 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.

jp%2Fcontent%2F001238371.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 

申し込みできる特別加入団体は、基本的には同じ都道府県か隣接の都道府県にある団

体です（団体によってはより広い地域を扱います。電話等でご確認ください）。 

全国労保連フリーランスは特定フリーランス事業を取り扱う特別加入団体で、 

全国どこからでも申し込めます。 

補足２ 特定フリーランス事業、A1～A11 の事業に従事するご家族（労働者である場合を除く）も特

別加入できます。 

補足３ 事業者から委託を受けて行っている事業ではない場合も、A1～A11、B1～B10 であれば、その

区分で特別加入できます。 

○負担する保険料（特定フリーランス事業） 
3,500 円から 25,000 円の範囲で 16段階ある中から選ぶ「給付基礎日額」によって

異なりますが、給付基礎日額として 1 万円を選べば年間保険料は 10,950 円です。

「給付基礎日額」は保険料や給付額を算定する礎となるもので、お申し込み時に選びます。 

○国に納付する保険料以外に手数料をいただきます。 
全国労保連フリーランスの手数料は入会金（1,000 円）、会費（月 500 円、年

6,000円）（いずれも税込）（契約更新のときの更新料はなし）。ほかと比べてみて

ください。 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001238371.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001238371.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

